
〇公共の場所における不当な差別的言動への対応 
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〇地方公共団体の長によって刑が科される 

〇刑を科された者は審査請求や取消訴訟の提起可能 

〇行政機関が刑事告発を行い、裁判所の裁判をもって

刑が科される（刑法総則が適用） 

〇導入にあたっては刑事司法機関との調整が必要 



  

〇罰則の検討における主な論点 

 

① 立法事実の有無（罰則の必要性、訴訟時の合憲性判断） 

② 構成要件（罰則の対象となる行為の限定） 

※刑法の専門家等からの意見を踏まえ、審議会での答申を受けて方針を決定する必要がある 


